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はじめに 

 近年、全国で少子高齢化、人口の減少が深刻になっています。 

併せて家族機能の低下、地域におけるつながり・支えあいの脆弱化も進み、人間関係の希薄

化が問題になっています。 

このような中、本市においては、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を見据え、高齢

者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介

護予防、住まい及び日常生活の支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの実現を目指

して各種取組を推進しておりますが、地域において何らかの支援が必要な高齢者の方々などを

支えるためには、地域づくりという観点からも、住民主体による『支えあい活動』が重要なも

のと考えております。 

本市ではこれまでに行った生活支援活動の実態調査や生活支援支え手育成モデル事業の実

施を通じて、様々な団体の活動に触れてまいりました。 

 本手引書では、そうした団体の事例や先進地の手引書等を参考とし、『支えあい活動』の立

ち上げの手順、活動のポイントまで詳しく紹介しています。 

ぜひ、本手引書を活用していただき、それぞれの地域にあった『支えあい活動』を検討する

上での一助となれば幸いです。 
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１．支えあいってどういうもの？                                            

 

①支えあい活動の必要性 

 

皆さんの中には、高齢者や障害をお持ちの方など、地域で生活を送る上で困ったことや、

悩みを抱えている方が身近にいらっしゃるのではないでしょうか。 

 

核家族化が進む中、困った時には、制度やサービスだけでは届かない、ちょっとした手助

けが必要なことは多々あります。 

こうした高齢者等の日常生活を地域の身近な方々で見守ったり、支え合ったりすることが

「支えあい活動」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢になると、このようなちょっとした困りごとが出てきます・・・

「たすけ上手」「たすけられ上手」に

なりませんか？

あなたの地域で、このような方はいませんか？

ヒザが痛くて
ごみ捨てが大変！

腰が痛くて
掃除に困っている

家の周りに坂が多いので、
一人での外出が不安

自分たちの地域のために
できることはないかな？

とある地域では･･･

4

2

3

1
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②支えあいの効果 

 

最近は急激な核家族化やプライバシーの問題で地域のつながりが希薄化し、「地域での孤

立」が発生しやすい状況です。 

孤立した状況が続くと、生きがいを喪失したり、日常生活に不安を感じることにつながり

ます。 

身近な地域での“支えあい”は、そうした不安な日々を、心温かい日々に変え、地域の方々

とつながりを生み出します。 

そして支える側、支えられる側の双方に、生きがいややりがい、感謝の気持ちといった人

生にとって大切でとても前向きな感情をもたらしてくれるのです。 

 

                支えあいの事例集もあります！ 

 

  

住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らし続けたい！ 誰もが一度は考える願いです。

しかし、現実として毎年一つずつ歳は重ねていくもの。生活に支障が出てきてもちょっと頼める、頼られる、

そんなお互いさまの地域になっていれば、安心して暮らしていけるのではないでしょうか。

さあ、今から新たな支えあいの一歩を踏み出してみよう！
支えあいのしくみを根付かせ、住みよい環境を、支えあえる美しい日本の文化を残していこう！
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２．地域の支えあいをどんな人たちに相談すればいいの？                             

  

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員とは…）

具体的には…

私たち「生活支援コーディネーター（地域支えあい推進員）」と一緒に語りましょう！

地域でできること、やりたいこと、必要なこと、残したいもの・・・

地域の要望やお困りごとについて、

『伴走サポート』いたします。

現在、鹿児島市でも地域を支えたい気持ちを持った方々が

活躍される生活支援団体ができています。

『住み慣れた地域でいつまでも！』を合言葉に、身近な支え

あいを無理なく楽しくできるよう、小さなことから始めてみませ

んか？

地域での支えあい活動を推進する役割を持ち、高齢者を取り巻く多様な日常生活上の

支援体制の充実・強化を図るため、高齢者の社会参加の推進を促しながら、地域におい

て資源開発やネットワーク構築、高齢者のニーズと取組みのマッチング等に取り組んで

います。

地域にある社会資源（場所、物、人材等）を把握し、地域から出てきた要望やお困りごと

について、地域住民と一緒に考え、必要に応じて既存の社会資源とつなげます。

また、つなげる社会資源がない場合は、必要に応じて新たに作ることを一緒に考えたり、

地域の活動団体を支える制度などを紹介します。

お住まいの地域のことを一緒に考えていきませんか？

私たちがサポートします！

長寿あんしん相談センター

本部 ８１３－１０４０ まで！

（参考）生活支援コーディネーターの配置について
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３．活動はどうやって作ればいいの？                                         

 

活動を始める前に、イメージを膨らませましょう。 

すでに活動している団体は今ある活動を再チェック！ 

 

①組織 どんな組織で活動する？ 

↓ 

②範囲 活動する範囲はどうする？ 

↓ 

③活動内容 地域のために私たちに何ができる？ 

↓ 

④対象者 誰を助ける？ 

↓ 

⑤名づけ 理念や名前はどうする？ 

↓ 

⑥会費 入会金・年会費はどうする？ 

↓ 

⑦利用料 利用料をとる？金額はどうする？ 

↓ 

⑧会則 基本的なルールは？ 

  

【ここがポイント】 

順番は前後しても構いません！ 

団体によって置かれている状況は

様々ですので、柔軟にお考えくだ

さい。 
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①組織のタイプ ～まずは自分たちの組織を考える 

 

支えあい活動の組織は、地域の町内会やボランティア、ＮＰＯ法人など様々です。 

もちろん、個人として活動している方もいますので、人数も様々です。 

まずは、すでに何らかの活動をしている団体や気の合う仲間で、できることから始めてみ

るのがおススメです。 

支えあい活動は、地域の実情に応じて様々な取り組みがあり、形を決められるものではあ

りませんが、住民組織やボランティア団体などの自分たちの意思や判断で行う活動が必要と

され、地縁型組織とテーマ型組織に分けることができます。 

 

地縁型・・・町内会、地域コミュニティ協議会、校区社協、老人クラブ など 

テーマ型・・・NPO法人、ボランティアグループ等、仲の良い友人 など 

 

②活動の範囲 

 

活動範囲（エリア）はあらかじめ決めておくことをおススメします。 

例えば、同じ町内会内や小学校区などです。 

活動範囲を設定せず、どこでも活動することも可能です。 

 

③活動の内容（生活援助の場合） 

 

活動の内容を考えてみましょう。大切なことは「できることをできる範囲で」です。 

無理に背伸びをしてもいつかきつくなるもの。ストレッチでも痛すぎず、心地よいレベル

で行う方が楽しく続けられ、効果も得られるものです。まずは一つのことから始めてみるの

もいいかもしれません。 
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【コラム】まずは地域を語ってみよう 

支えあいの組織を立ち上げたけど、実は需要が無かったというケースもありますので、地域

の困りごとは事前に把握しておく必要があります。 

大人数でも少人数でも構いません。集まって地域について話をしましょう。 

今あるもの、ないもの。あってほしいもの、残していきたいものを語りましょう。 

そして話し合った内容は実際にそのとおりか、地域の声を聴いてみましょう。 

地域にはどんな困りごと・要望があるかを把握するために、町内会、民生委員、生活支援コ

ーディネーター（地域支えあい推進員）からの情報収集、アンケート調査（地域の困りごとや

協力できる方の把握など→資料編の例（Ｐ２８）を参照）などが考えられます。 

 

④活動の対象者 

 

支えあいの活動をどんな人に対して行うかを考えます。    

[対象の例] 

・対象を決めず、困っている人はすべて対象にする 

・一人暮らし高齢者だけを対象にする 

・年齢を問わず何らかの障害のある方を対象にする 

・妊婦や乳幼児を抱えた世帯を対象にする・・・など 

※本市では、支えあい活動の補助制度（支えあい活動補助金）がありますが、これは介護

保険料を財源とし、支援を必要とする高齢者の利用に着目し、全利用者のうちの要支援

者等の割合に応じて団体の活動を補助するものです。補助金を活用する場合には要件が

あります（Ｐ２１参照） 

 

⑤理念・名称 

 

活動の内容・対象者のイメージができたら、今度は活動の理念を考えてみましょう。理念

は活動のエンジンになります。 

そのうえで同じ理念で意気投合した仲間で会の名称を考えましょう。町内会など既存の組

織として活動する場合はそのままの名称でもよいでしょう。 

 

（例）町内会や民生委員と協力しながら、地域の高齢者が安心して生活できるよう「電球交

換などのちょっとした困りごと」をお手伝いして、「ここに住んでて良かった」と実感

できる地域にしよう。名称は「●●隊」にしよう！ 
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⑥入会金・年会費                  （考えられるパターン） 

 

会の運営のために、入会金や年会費を 

検討します。 

次の利用料とも関係しますので併せて 

検討していくことをおススメします。 

もちろん、入会金や年会費を設定しな 

いことも可能です。 

※入会金や年会費の金額も様々です。 

（例：５００～２，４００円） 

 

 メリット デメリット 

入会金 運営費の確保 入会金を支払わないと利用できない 

入会時のみの収入のため継続的な収入は

見込めない 

年会費 運営費の確保 

継続的な収入 

年会費を支払わないと利用できない 

毎年請求・受領事務がある 

※その他、未利用・退会時に入会費を返金するか否かや、入会時期により年会費に差をつける

かどうかも考えておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入会金 年会費 利用料 

× × × 

× × ○ 

× ○ ○ 

○ ○ ○ 

○ × ○ 

○ ○ × 

○ × × 
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⑦利用料 

 

“支えあい活動”は、無償から有償まで様々です。 

有償の中でも１回１００円から１時間１，０００円以上など、活動の内容や範囲によって

も異なります。 

最近は、無償だと協力者に気を使ってしまうなどの理由から、気兼ねなく利用できるよう

１コイン（５００円）を取り入れている団体も多く、最低賃金を意識して、それよりも低い

金額をボランティア価格として設定する団体もあります。 

利用料の取扱い方法 利用者 活動員 

お互いに無償。 無償 無償 

利用料は有償。全てを会の運営費へ。 有償 無償 

利用料は有償。一部を協力者、残りを運営費。 有償 有償 

利用料は有償。全てを協力者へ。 有償 有償 

 

（参考：２９年度生活支援活動の実態調査より）※45 団体を対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[有償の場合のお金のやりとり] 

利用料が有償の場合には、お金の受け取り方法を検討します。お金を直接受け取ることや

利用券などのチケット制にする方法などがあります。 

 メリット デメリット 

お金 チケットの管理等がない 金銭受領についてのトラブルなど 

チケット 金銭トラブルが少ない チケット販売・管理が必要 

その他、未利用分チケットの返金等の取扱いについても考えておく必要があります。 

(3) （利用料を徴収している場合）利用料はどのように設定していますか。

【全体】
　無償が1/3となっており、これらは主に老人クラブや生活支援支え手育成モデル事業登録団体。お
金をとるなら500円以上という傾向がみられる。設定金額は団体によって様々である。基本の利用料
とは別に、交通費などの実費を徴収している団体も9団体あった。

【特筆】
　無償の団体も多いが、設定額は団体により様々である。

0 (無償), 14 

1-500円, 1 

501-1000円, 10 

1001-1500円, 6 

1501円以上, 11 

その他, 3 

利用料金 (1時間当たり)

※重複回答あり

 

利 用 料 設 定 が 高 い

（1,000 円を超える）

団体は、介護専門職に

よる身体介助等の専門

的な支援を行っている

例が多いようです。 



12 

 

⑧会則（ルール）（会則のモデルは、資料編（Ｐ２３）をご覧ください） 

 

基本的な内容が決まったら、会則をつくることをおすすめします。 

会則は、会の目的や活動内容を明確にするだけでなく、その後の活動の保険や助成金を活

用する場合に必要となる場合があります。 

また、「個人情報の守秘」「従事者の健康管理や清潔への留意（感染防止）」「事故時の対応」

といった活動上のルールについてもあらかじめ決めておくと、安心して活動できます。 

 

⑨活動イメージチェック表 

 

イメージしている項目にチェックを入れてみてください 

項目 イメージメモ 

①組織 ▶どんな組織で立ち上げる？ 

[地縁型] 

□町内会・地域コミュニティ協議会 □老人クラブ □校区祉協 

□その他（                   ） 

[目的型] 

□ボランティアグループ  □ＮＰＯ法人 

□その他（                   ） 

②範囲 ▶活動する範囲（エリア）はどうする？ 

□特に範囲は決めない □町内会 

□小学校区（地域コミュニティ協議会） □市内 

□その他（                   ） 

③活動内容 ▶どんな支援を行う？ 

□調理支援 □掃除 □ごみ出し □洗濯 □買い物 □草刈り 

□庭の手入れ □外出付添（自家用車を利用しない） 

□外出付添（自家用車を利用） □衣類の整理・補修 

□家電・家具の移動 □その他（             ） 

④対象者 ▶どんな方を支援する？ 

□特に対象は決めない □高齢者 □障害児・者 

□妊産婦・乳幼児世帯 □その他（         ） 

▶利用条件 

□特に定めない     □状況により判断 

□制度・サービスでは対応できないこと 

□自分や家族ではできないこと 
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⑤名づけ 会の理念（                      ） 

会の名称（                      ） 

⑥会費 ▶入会金[無・有][       円] 

▶年会費[無・有][       円] 

⑦利用料 ▶利用料 

単位[ １回・１時間・その他（          ）] 

金額[      円]  □支援内容によって設定 

▶支払方法 

□現金 □チケット □その他（         ） 

▶受け取った利用料の使途 

□全て活動員 □全て会の運営 

□活動員と会の運営（協力者      円、残りは会へ） 

⑧会則 ▶会則の中身（上記以外の項目） 

代表者（                       ） 

▶以下についてルールを決めた？ 

□「個人情報の守秘」 

□「従事者の健康管理や清潔への留意（感染防止）」 

□「事故時の対応」 
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４．活動の流れ・役割分担はどんな感じ？                                          

①活動の流れ 

 

どのような仕組みで支えあい活動を行うかイメージしてみましょう。 

既存の場所に事務所等を構えて、窓口となる人をそこに配置し、事務局としているところ

もあります。しかしながらしっかりと事務所を構えて、そこを拠点にするとなるとそれを負

担に感じる場合もあると思います。 

自分達の地域の状況に合わせて、場合によっては、  

事務所をもたないというやり方も良いのではないでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ここがポイント】 

無理をしないことも重要です！ 

何とかしてあげたいという気持ち

がこの活動の原動力ですが、でき

ないことを無理して行うと活動が

長続きしません。 

困ったときは長寿あんしん相談セ

ンターなどに相談しましょう。 
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②役割分担 

 

支えあい活動の流れがイメージできたらメンバー内で役割分担を考えてみましょう。 

活動員には「自分たちの暮らす地域をよくしたい！」という想いや理念を伝え、共有して

もらうことが大切です。 
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５．活動する上でのポイントは？                                            

 

①事務はシンプルに 

 

活動には、会則をはじめ、活動員や利用者の名簿、活動の記録などの事務的な処理が必要

です。 

ただし、様々なことを想定するあまり、複雑多様な書類があると混乱が生じたり、継続が

難しくなってしまう場合がありますので、なるべく分かりやすく・シンプルなものをおスス

メします。（モデルは資料編（Ｐ２３～２７）をご覧ください） 

また、調整役の方は可能であれば、利用者からの問い合せ用の携帯電話など、自宅電話と

は別の応答手段を準備することもおススメします。 

 

②おたがいさまの理解 

 

活動は、住民間の“支えあい”で成り立つものですので、利用者と活動員のそれぞれが

“おたがいさま”を理解し合うことが大切です。 

一般のサービスとは異なり、「お金を払えば使える」という感覚ではなく、「利用する方の

要望」と「協力者ができる範囲」を互いに理解し合うことで成り立つことを前提とすること

が大事です。 

そのためにも、最初は訪問するなどして、料金や支援内容、利用上の決まりごとなどをし

っかり説明し、おたがいさまの理解を図りましょう。 

 

③調整時の留意点「受けと断りの使い分け」 

 

サービス提供の流れのイラストにもありましたが、できないことは無理をせずに断ること

も必要です。 

その際、他のサービスや相談窓口を紹介できればなおよいです。普段から、関連する情報

を集めておくとともに、困ったときは長寿あんしん相談センターなどにも相談しましょう。 

（Ｐ１８「⑥関係機関との連携」やＰ３３「７．連絡先」を参照） 
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④トラブルが心配？ 

 

実際に活動をしている団体のトラブルの状況を以下に示しています（２９年度生活支援活

動の実態調査より）。 

もしも自分たちが活動をすることになればこうしたことが起こり得るかもしれません。 

 

 

 

ただし、ここから見えてくることは、「トラブルなし」という団体が圧倒的に多いという

点です。 

老人クラブや町内会といった地縁組織を基本にした支えあい活動は、顔なじみであるため

にトラブルに発展しにくい傾向があるようです。一方で事業として確立しているサービスで

は利用者からサービスの質を求められてトラブルにつながる傾向もあるようです。 

そして、万が一のトラブルに備えるために団体の皆さんが行っているのは「保険加入」「マ

ニュアルやチェックリストの用意」「研修等の実施」などです。（以下をご覧ください） 
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⑤保険が大事 

 

活動中のケガなどに備えて、保険加入も大事です。 

→ボランティア活動保険、福祉サービス総合保障（有償ボランティア）、 

送迎サービス補償など 

（※加入の要件等の詳細は鹿児島市社会福祉協議会(221-6072)にお問い合せください。） 

 

⑥買い物代行などお金を預かる支援の留意点 

 

お金を預かる支援は金銭トラブルにならないようにお互いに確認することが必要です。 

団体によっては以下のような工夫をしているところもあります。 

・金銭を預かる際には、しっかりと「○○円お預かりしますね」と声掛けをし、お互いに 

確認を行う。 

・購入物品を間違わないように本人にメモしてもらい、購入後に「レシート」と照らし 

 合わせて本人確認のうえ精算する。 

・基本的にはその都度現金を預かり、利用者から預かった金額を「預かり証」に明記し、 

お釣りと精算ができたらその場で利用者が押印する。 

・買い物代行の預かり金、購入商品、金額等を記録し、団体の代表が定期的に確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦関係機関との連携 

 

活動をスムーズに進めていくためには、連携は不可欠です。活動のＰＲの他、利用者の把

握、対応が難しい場合の協力体制など様々考えられます。 

[連携機関や団体の例] 

町内会、民生委員児童委員、地域コミュニティ協議会、校区社協、長寿あんしん相談セン

ター、介護・医療施設、市など 
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⑧広報や活動員の募集 

 

会を広く周知したり、協力者の募集のためには、チラシを配付したり、窓口に置いたり、

関係者への伝達などが考えられます。 

特に大きな効果が期待できるのは“口コミ”ですので、普段から関係機関との連携を密に

することをおススメします。 

[広報の例] 

町内会等の回覧、掲示板、チラシのポスト投函やチラシ入りポケットティッシュの配布、

公共施設等にチラシを置く、地域のイベントなどで配布など 

[協力者の集め方の例] 

町内会等の回覧、掲示板、アンケート（→資料編（Ｐ２８）を参照）、知人を誘う 

※活動者からのアドバイス「知り合いを誘うことも効果的！」 

 

【コラム】広報にも使える団体紹介カードを作ってみよう 

団体名称 

 

住所／申込連絡先/受付時間 

団体の特徴や理念の紹介 

 

活動範囲 

利用条件（入会費・年会費の有無や対象者の要件など） 

 

サポート内容① 

 

利用できる時間帯① 利用料金① 

サポート内容② 

 

利用できる時間帯② 利用料金② 

ご利用までの流れ 

 

（あれば）活動参加者の募集 

 

（団体のチラシ例） 
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⑨活動員の研修 

 

活動前には、会のルールの共有や支援活動の基本を学ぶ機会が必要です。 

あらかじめ研修の資料（マニュアル的なもの）を備えておいて、定期的または個別に研修

できるようにしておくことをおススメします。 

研修は、安心した活動とトラブルの未然防止に役立ちます。 

 

⑩楽しく活動する工夫 

 

“支えあい”活動は、利用したい方の要望に対応することも大事ですが、それと同様に、

協力者が楽しく活動を続けていけるように運営していくことも大切です。 

[例] 

・定期的に食事会を開催し、協力者同志のコミュニケーション・飲みニケーションも。 

・協力者メンバーで、趣味のサークルを発足。 

・定期的に短時間（１時間程度）の定例会を開催。 

・簡単に活動報告、その後、プチ勉強会を開催。 

 

⑪個人情報管理 

 

支えあい活動を行ううえでは、利用する方のプライバシーを知ることになります。 

会のメンバーは、他人だけでなく自らの家族も含めて、利用者の情報を漏らさないように

気をつけます。 

また、利用者の情報が書かれた記録などについても、ルールを決めて、適切に管理するこ

とも大切です。 

思わぬ個人情報のトラブルで、せっかくの活動が台無しになってしまう場合もありますの

で、お互いに注意しましょう。 

 

⑫後継者の育成 

 

立ち上げを行うときには、リーダーシップを取る人がいても、その思いを引き継いでいく

人が育っていないことが原因で、その方が退いてしまった後に、活動が勢いを失うというこ

とがあります。 

せっかく立ち上げた活動を止めないためにも、代表者が全て一人で決めたり、背負ったり

するのではなく、将来を見据えて、組織のめざす地域の姿や活動の方針を伝える機会をつく

ったり、活動の一部分を任せたり、手分けをして活動を進めていくことにより、後継者を育

成することが必要です。 
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⑬補助金の活用 

 

会を立ち上げて間もない時期は、運営や活動費の課題を抱えがちです。 

補助金を活用して、活動の安定化や発展を図ることができます。 

鹿児島市でも以下の補助金を用意し、高齢者等を対象として生活支援のサービスを実施す

る住民主体の支えあい団体の活動をサポートしています。 

 

「鹿児島市支えあい活動補助金」 

要支援者等（介護保険の要支援認定を受けた方または総合事業の事業対象者となった方）支援

が必要な方々を地域で支え合うためのボランティア活動（生活援助）を行う団体に対して補助

するものです。 

※営利性、政治性、宗教性のある活動及び暴力団と関わりのある活動は対象外となります。 

 

●対象経費 

・活動経費のうち間接経費 

例）利用調整を行う者の人件費、事務所借上料、電話料金、光熱水費、 

備品購入費、研修講師への謝金、ボランティア保険料など 

※直接経費（活動員の人件費、従事する際のガソリン代など）は対象外 

・活動に対する奨励金（以下「奨励金」という。） 

 

●補助金額（上限５０万円、１団体あたりの年額） 

ア．基本額 

３０，０００円と対象経費（奨励金を除く。）のいずれか低い額 

※補助申請２年度目までは、要支援者等の利用者がいなくても交付する。 

イ．加算額 

「対象経費（奨励金を除く。）から３０，０００円を引いて①の率をかけた額」と「②の

方法により算定した額」のいずれか低い額 

①要支援者等利用者実人数／全利用者実人数 

・５割以上 １００％  ・４割以上 ９０％   

・３割以上  ８０％  ・２割以上 ７０％ 

・１割以上  ６０％  ・１割未満 ５０％ 

・0 割     ０％ 

②延べ利用者数（全利用者分）×１，０００円 

ウ．奨励金 

 活動回数に２００円（上限）を乗じた額に、上記の①の率をかけた額 
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※対象経費が３万円以下の場合は基本額と奨励金のみ交付 

 ※手続きについては要件がありますので、生活支援コーディネーターまでお問い合わせくだ

さい。☎099-813-1040（長寿あんしん相談センター本部） 

（Ｐ３８「８．支えあい活動補助金の概要」も参照） 
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６．資料編                                                         

活動に役立つ様式例等 

・会則 

・活動会員登録カード 

・調整役用 相談受付表 

・活動記録表 

・利用及び提供希望アンケート票（双方の意向が把握可） 

・活動員の心得／利用者の心得 

・他の団体の工夫例 

チケット制／活動員の正副担当制／複数担当制／エリア別調整役／全員が調整役／ 

若者が調整役／担い手に水分、昼食用意／利用者へのお願い事項文書 
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（例）会則 

 

[団体名] ●●●会則 

（●●年●●月●●日発足） 

 

（趣旨） 

第１条 

この会則は、●●●（ふりがな）（以下「本会」と称する）の運営に関し必要な事項を定める。 

（拠点事務所） 

第２条 

本会の事務所は、●●●（例：△△公民館、○○宅）に置く。 

（目的） 

第３条 

本会は、●●●（例：高齢者、支援が必要な方）を対象とし、生活支援等の福祉活動を行うこ

とを目的とする。 

（活動） 

第４条 

本会は第３条の目的を達成するため、次の活動を実施する。 

(1) ●●●活動（例：調理支援、外出付添） 

(2) ●●●活動 

(3) その他代表が必要と認めた活動 

（利用会員） 

第５条 

利用会員は（鹿児島市内）●●●地区に居住する者とする。 

２ 入会を希望する者は所定の手続き（入会金・年会費を収めて）を経て会員となる。 

３ 会員が本会のサービスを受けるときは、別表に規定する利用料を支払わなければならない。 

（無料の場合）会員が本会のサービスを受けるときの利用料は無料とする。 

（活動会員） 

第６条 

第４条に規定する活動を行う会員を活動会員とする。 

２ 活動会員は活動に係る費用（対価）として、別表に規定する活動費を受けることができる。 

（退会） 

第７条 

本会を退会する会員は、代表に申し出なければならない。 

（役員） 

第８条 
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本会運営のため、会員の互選により次の役員をおく。任期は●年とし再任を妨げない。 

(1) 代表●名 

(2) 副代表●名 

(3) 会計●名 

(4) 監事●名 

（会議） 

第９条 

本会運営のため会議を行う。会議は必要に応じ代表が招集する。 

２ 会議は、事業計画、事業報告に関すること、その他会の運営に必要な事項を主たる内容と

する。 

（委任） 

第１０条 

この会則に定めるもののほか、必要な事項は、本会代表が別に定める。 

附則 

この会則は、令和●●年●●月●●日から施行する。 

 

 

 

  

その他、以下についてもルールを決めておきましょう 

□「個人情報の守秘」 

□「従事者の健康管理や清潔への留意（感染防止）」 

□「事故時の対応」 

また、活動を廃止・休止・変更される場合は生活支援コーディネー

ターまでご連絡ください。 
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（例）活動会員登録カード 

               ●●●会 活動会員登録カード 

                        記入日    年  月  日 

ふりがな 生年 

月日 

T・S・H 

 

年 月 日生 
氏名 

(男・女) 

住所 

 

電話 自宅   －  － 

携帯   －  － 

ＦＡＸ －  － 

お手伝いできる内容 

□調理支援 □掃除 □ごみ出し □洗濯 □買い物 □草刈り 

□庭の手入れ □外出付添（自家用車を利用しない） 

□外出付添（自家用車を利用） □衣類の整理・補修 

□家電・家具の移動 □その他（             ） 

お手伝いできる地域（活動できる範囲） 

 

お手伝いできる曜日・時間帯 

 日 月 火 水 木 金 土 

午前        

午後        

資格・特技 

 

備考 
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（例）調整役用 相談受付表 

 

■利用者

ふりがな  Ｔ　・　Ｓ

利 用 者
氏 名

（ 男　・　女 ）
年　　　　　　月　　　　　日生

住 所 電 話

状 況  別居　・　同居 （　　　　　　　　　　　　） 相談者  本人　・　その他 （　　　　　　　　　　　）

希望する
支援内容

希望曜日
頻度

住 所

電 話

要介護認定

■活動員

住 所

電 話

住 所

電 話

住 所

電 話

■備考 ※支援内容を細かく記録するのではなく、特記事項メモ欄として利用ください。

期 日

　●年 ●月 ●日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

　 　年　 　月 　　日

 例）利用料金以上に金銭を渡されそうになったのでお断りしたところ、立腹された。

受付日　　　　　　年　　　　月　　　　日（　　　）

●●●●会　　相談受付表

 有 （ 事業対象者　/　要支援１～２　/　要介護１～５ ）   ・   無   ・   不明   ・   未確認

内 容

生年月日

氏名緊急連絡先

①

②

③ 氏名

氏名

氏名
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（例）活動記録表 

 

 

 

 

  団体名：             

利用者名：                 

活動月日 活動時間（分） 活動内容 
活動員名 

(フルネーム) 

確認欄 

（署名） 

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

 月  日  ： ～ ： （  分）    

（利用者の署名） 

           年  月  日   氏名                 

 

活動内容があらかじめ決まっていれば、

「掃除」「ゴミだし」等のメニューを最初

から記載し、実施したものを○で囲むな

どの工夫をしている団体もあります 

「確認欄（署名）」欄の取り扱い 
 

「確認欄（署名）」欄に利用者から○印やチェックを入れてもらい、
最終利用日以降に枠外の署名をもらう。 
 
 

※ただし、「確認欄（署名）」欄に個別に署名（フルネーム）されて
いる場合は、履行確認がその都度とれているものとし、枠外の署名
は不要とする。 
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（例）利用及び提供希望アンケート票（双方の意向が把握できるもの） 

 

回答後は、封入いただき、町内会の班長へお渡しください。     令和●●年●月 

 

●●地域にお住まいの皆様 

●●●●●会    

会長 ●●●● 

 

「地域の支えあい」に関するアンケートの協力のお願い 

 

日頃から●●会の活動につきまして、御理解と御協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。 

本会では、高齢化と核家族化が進み、身の回りのちょっとした手助けを必要とする

方が増えつつある中、安心して住み続けられる地域を目指し、住民同士の支えあいの

充実を検討しております。このたび、各町内会の会長さんと相談させていただき、以

下のようなアンケートを回覧板に添付させていただけることになりました。 

皆様の御協力をお願い申し上げます。 

 

「地域の支えあい」アンケート                          

 

あなた（回答者）の町内会や世帯状況を教えてください 

 

１ あなたの町内会名を教えてください  （               ） 

 

２ あなたの世帯の人数と年齢を教えてください（該当年齢区分に人数を記入）  

年代 19歳以下 20～59歳 60～64歳 65～74歳 75歳以上 計 

人数 

 人 人 人 人 人 人 

 

地域の支えあいの必要性や利用についてお聞きします 

３ 福祉サービスや制度では届かない「住民同士のちょっとした手助け」（ゴミ出し

や草取りなどの支えあい）の必要性についてどう思いますか？（あてはまるもの

にチェック） 

□①必要だと思う  □②まあ必要だと思う □③あまり必要だと思わない 

□④必要ないと思う □⑤その他（                   ） 
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４ 利用についてどう思いますか？（あてはまるものにチェック） 

□①利用したい   □②必要な状態になったら利用したい 

□③利用したくない □④その他（                   ） 

 

５ （４で①、②、④のいずれかを選ばれた方へ） 利用する場合、どんな支援内容

が必要だと思いますか？（あてはまるもの全てにチェック） 

□①ゴミ出し □②草取り □③庭木の剪定 □④掃除 □⑤洗濯 

□⑥調理 □⑦布団干し □⑧衣替え □⑨外出の付添 □⑩電球交換 

□⑪その他（                          ） 

 

６ 利用料金についてお伺いします（あてはまるものにチェック） 

(1) 利用料は無償・有償どちらが利用しやすいと思いますか？ 

□①無償 □②有償 □③その他（                ） 

(2) (1)で②有償を選択した方へお伺いします。 

Ⅰ ゴミ出し（１袋あたり）の場合は？ 

□①５０円 □②１００円 □③その他（            ） 

Ⅱ 草取りや家事援助等の支援（１時間あたり） 

□①５００円未満 □②５００円以上１，０００円未満 

□③１，０００円以上 □④その他（              ） 

  Ⅲ 庭木の剪定などやや大掛かりな支援（１時間あたり） 

□①１，０００円未満 □②１，０００円以上２，０００円未満 

□③２，０００円以上 □④その他（              ） 

 

地域の支えあいの協力についてお聞きします 

７ 支えあい活動の協力についてどう思いますか？（あてはまるものにチェック） 

□①協力したい □②空いている時間で協力したい 

□③内容によって協力したい（内容：                 ） 

□④今は無理だが将来は協力したい □⑤協力できない 

□⑥その他（                            ） 

活動に御協力いただけます方は下記の御記入をお願いします 

氏名 年齢 電話番号 

住所 

メールアドレス 

※個人情報は、目的以外の使用はいたしません。 

その他御意見等  

御協力ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。 



31 

 

（例）活動員の心得 

 

活動員のみなさまへ 

１いつも“お互いさま”の気持ちで活動しましょう。 

２活動は、無理をせず、できる範囲の活動を心がけましょう。 

３利用者からあらかじめ依頼のあった日時・活動内容を守りましょう。 

４利用者の方はお名前で呼びましょう。 

５過剰な支援は、後々のトラブルにつながるので気をつけましょう。 

６利用者の個人情報は、他人や家族に漏らさないようにしましょう。 

７活動中にトラブルが起きたら、調整役や代表者に連絡しましょう。 

８活動中における政治・宗教の勧誘、物品販売等は厳につつしみましょう。 

９仲間を誘って、活動の輪を広げましょう。 

 

 

（例）利用者の心得 

 

利用者のみなさまへ 

１活動は住民同士の“お互いさま”の気持ちで行っています。 

２ご依頼・ご相談は、調整役に連絡ください。 

３ご自身やご家族ができることはお手伝いできません。 

４活動員の空いている時間での活動になりますので、ご希望に添えない日時もあります。 

５あらかじめお互いに決めた日時・活動内容でお手伝いします。 

６あらかじめ決めた時間を超えたり、別の依頼はお応えできません。 

７利用後、あらかじめ決めた利用料をお支払いください。 

８活動に係る交通費や材料費などはご負担ください。 

９利用中にトラブルが起きたら、調整役に連絡しましょう。 

１０利用中に政治・宗教の勧誘、物品販売等はご遠慮ください。 
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（参考にしよう）他の団体の工夫例 

 

①チケット制（団体名：ほたるの里） 

最初にチケットを購入してもらうことで、その都度利用料を支払う必要が無く、徴収漏れも

なくなり、継続利用に結びつきやすく、双方にとって手間が省けるシステムを採用しています。 

 

②活動員の正副担当制（団体名：シルバー人材センター） 

普段は一人で活動をしますが、いざという場合の副担当者をつけて、万が一用事がある場合

など代理でサポートしています。 

 

③活動員の複数担当制（団体名：モデル事業登録団体など多数） 

１人での活動は心細いもの。何かあったときにも仲間がいれば心強く、落ち着いて対処にあ

たることができます。仲間と一緒に利用者宅を伺います。 

 

④エリア別調整役（団体名：コープくらしの助け合いの会） 

活動地域を複数に分け、それぞれの地域に調整役を配置、事務局本部が受けた依頼は各地域

の調整役に下ろすことで、初回サービス説明への同行や活動員の実績管理などを分担していま

す。 

 

⑤全員が調整役（団体名：恵の会） 

利用者にはあらかじめ活動員リストを渡すことで、利用者から活動員に連絡をとってもら

い、ダメな場合は連絡を受けた活動員が他の活動員に連絡、調整し、別な活動員を結びつけま

す。 

 

⑥若者が調整役（団体名：特になし） 

高齢者を中心としたグループの場合、補助申請や実績管理書類作成などの事務処理が困難と

いう声も。青年部など若い方にスタッフに入っていただき、これらの業務を任せるやり方もあ

ります。（市の補助金を活用して手当を払うことができます。） 

 

⑦担い手に水分、昼食用意（団体名：花尾支え隊） 

家の外回りの草刈りや樹木の剪定、庭の手入れなど、相当の労力や長時間にわたる活動が多

いため、活動中に意識的に休憩をはさみ、活動員に水分や昼食を出すようにしています。（あ

る程度までは市の補助金を活用して準備することができます。） 

 

  

 

詳しくお聞きになりたい方は 

それぞれの団体におつなぎできます！ 

まずは生活支援コーディネーターまでご

相談ください。 099-813-1040 

（長寿あんしん相談センター本部） 
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⑧利用者へのお願い事項文書（団体名：コープくらしの助け合いの会） 

トラブルを避けるためにも、最初の説明、特に「おたがいさま」の理解が不可欠です。支え

あい活動は出来る範囲での活動であり、過度な要求には応じられないことを分かっていただく

必要があります。そのために、利用者には「利用の心得」という約束事が書かれた資料をお渡

ししています。 
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７．連絡先                                                         

関係機関連絡先一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鹿児島市役所 長寿あんしん課 

地域包括ケア推進係 

 

☎216-1186 

鹿児島市 

長寿あんしん相談センター    

（地域包括支援センター） 

☎   -     

鹿児島市社会福祉協議会 

（ボランティアセンター） 

☎221-6072 

グループ名         

代表者      

☎   -     

ボランティアに 

関すること 

鹿児島市 

消費生活センター 

 

☎808-7500 

介護や福祉に 

関すること 

制度に 

関すること 

消費者被害に 

関すること 

民生委員 

    さん 

 

☎   -     

地域コミュニティ協議会 

    さん 

 

☎   -     

 

           

    さん 

 

☎   -     

 

 

鹿児島市 

シルバー人材センター 

 

☎252-4661 

町内会 

    さん 

 

☎   -     

地域に 

関すること 

ゴミ出しなどのワンコイ

ンサービスに関すること 
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（参考）その他の各種相談窓口 

※鹿児島市「ともしび活動ハンドブック」より抜粋 
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８．支えあい活動補助金の概要                                               
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様式第１（第４条関係） 

 

                        令和４年４月１日 

 

 鹿児島市長 殿 

 

          申請者の住所 鹿児島市○○町○番○号 

          申請者の氏名 団 体 名 長寿あんしん隊 

代表者氏名 ○○ ○○       

 

 

 補 助 金 等 交 付 申 請 書  

 

 

 鹿児島市補助金等交付規則第４条の規定により、次のとおり申請します。 

 

補助事業等の名称 鹿児島市支えあい活動補助金 

補助事業等の目的及び内容 

要支援者等の生活援助 

（活動内容） 

・ごみ出し 

・掃除 

・庭の手入れ 

・外出付添 など 

 

交付申請金額 １４４，８００円 

添付書類 

活動計画書、収支予算書、補助金額計算書、 

構成員名簿、奨励金申請計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

※交付申請額は「補助金額計算書」及び「収支予算書の市支え

あい活動補助金」の金額と同じ額を記入してください。 

※概算払いを希望する場合は「補助金等概算払請求書」も 

併せて提出してください。 

記入例 
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鹿児島市支えあい活動補助金 活動計画書【申請段階】 

※団体名、活動内容、活動地域、問い合わせ先などの情報は、市ＨＰ等に掲載する場合がありますのでご了承ください。                                    

団体名： 長寿あんしん隊    

１ 構成員数 

 (1) 調整役  １  人 ※利用調整を行う構成員 

 (2) 活動員  ３  人 ※生活援助活動を行う構成員（従事者） 

   （活動員のうち調整役を兼務する人   １ 人） 

 (3) 奨励金 〔 あり ・ なし 〕 

 

２ 活動内容 

  □調理支援  ㇾ掃除  ㇾごみ出し  □洗濯  ㇾ買い物  □草刈り  

ㇾ庭の手入れ  ㇾ外出付添（自家用車を利用しない） 

□外出付添（自家用車を利用）  □衣類の整理・補修 

□家電・家具の移動  □その他（             ） 

利用要件 ▶対象（地域内住民                    ） 

▶入会金[無・有][       円] 

▶年会費[無・有][       円] 

▶利用料[無・有][   ５００ 円] 

 ／ 単位[ １回・１時間・その他（          ）] 

 

３ 活動地域   ○○町、○○１丁目～３丁目 or 市内全域 or 谷山地域       

 

４ 利用者人数見込み（実人数） 

区分 人数（人） 

①要支援者 １ 

②事業対象者 １ 

ア.小計（①＋②） ２ 

③要介護者 ０ 

④障害者 ０ 

⑤その他 １ 

イ.小計（③＋④＋⑤） １ 

ウ.合計（ア＋イ） ３ 

  ※全利用者のうち要支援者等の割合 ア ÷ ウ ＝  ６．６   割 

 

５ 延べ活動回数見込み（全利用者に係る延べ利用者数の見込み） 

 

     ９６   回（人） 

 

６ 利用申し込み時の問い合わせ先 

  氏名  ●● ●●      電話番号  ○○○－○○○○－○○○○  

  

Ｂ 

※特定の地域でのみ活動する場合、活動地域はできるだけ 
具体的に記入してください。 

Ａ 
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鹿児島市支えあい活動補助金 奨励金申請計算書 

                                    

団体名： 長寿あんしん隊            

Ａによる％(※1)（ア）  １００ ％ 

活動員 
(イ)年間活動予

定回数 

(ウ)奨励金(1 人 200 円

以内)(※2) 
(ア)×(イ)× (ウ) 

【補助金申請額】 

1 人上限 10,000 円(※3) 

●● ●● ２５回 200 円 5,000 円 5,000 円 

〇〇 〇〇 ５２回  200 円   10,400 円   10,000 円 

△△ △△ １９回   200 円   3,800 円   3,800 円 

 
回   円   円   円 

 回   円   円   円 

 回   円   円   円 

 回   円   円   円 

 回   円   円   円 

 回   円   円   円 

 回   円   円   円 

 回 円 円 円 

(合計) ９６回   Ｃ     18,800 円 

※1. 奨励金についても、全利用者のうち要支援者等の割合(下記％)に応じて按分されるためご注意ください。 

※2.(ウ)奨励金について、団体が活動員に対して支払う額は任意の額ですが、市の補助額としては活動１回につき

２００円を上限とします。 

※3. １人当たりの奨励金の補助額の上限は年間１０,０００円とします。 

 

活動計画（報告）書のＡ欄の割合が 

   ・５割以上なら １００％ ・４割以上なら  ９０％ ・３割以上なら  ８０％ 

    ・２割以上なら  ７０％ ・１割以上なら  ６０％ ・１割未満なら  ５０％ 

    ・０割なら     ０ 

 

≪奨励金が補助対象として認められるようになりました≫ 
令和４年度から活動に対する奨励金を補助対象とします。 
団体が活動員に対して交付する奨励金（労いの金銭）について、一部または全額を補助し
ます。 
 
※年間活動回数×奨励金×要支援者等の割合による補助率％（※1）の額が補助額となる
ため、要支援者等の割合によっては、現行の補助対象経費と同様に奨励金についても団体
の実費が生じる可能性がありますのでご注意ください。 
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  鹿児島市支えあい活動補助金 収支予算書 

                                    

団体名： 長寿あんしん隊    

１ 支出 

①補助対象経費 

項目 予算額（円） 備考 

調整役人件費 ２４，０００ 月２，０００円×１２月 

広報用チラシ作成 ３，０００ ５００枚 

電話料金 ９，６００ １回１００円×９６回 

枝切りバサミ ５，０００  

文房具類 ２，０００  

事務所賃貸料 １０１，６００  

   

   

合計 １４５，２００  

 

②奨励金 

項目 予算額（円） 備考 

活動への奨励金 １９，２００ ９６回×２００円 

 

  ①＋②  合計 １６４，４００  

 

２ 収入 

項目 予算額（円） 備考 

市支えあい活動補助金 １４４，８００ ←補助金額計算書のＤの額 

利用料収入 ９，６００  

寄付金収入  １０，０００  

   

   

合計 １６４，４００  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「支出の合計額」と「収入の合計額」が同額となるようにしてください。 

※補助金の額は、「補助金額計算書」等と同じ額を記入してください。 
※記入例は、補助金では足りない経費を「利用料収入」や「寄付金収入」で賄っ
ているケースです。 

＜収入額・支出額の計上にあたっての注意事項＞ ※下記のほか、交付要綱別表１もご確認ください。 
○利用料金の上限の目安 
  １時間あたり１，６００円程度（最低賃金の２倍程度） 
 
○調整役人件費の上限の目安 

利用調整１回あたり５００円程度 
 
○電話料金（専用ではない場合）の上限の目安 
  利用調整１回あたり１００円程度（１分２０円×５分） 
 
○光熱水費の計上について 
 ・原則として、活動のために自宅等とは別に事務所を構えている場合のみ計上できる。 
 ・ひとつの事務所で支えあい活動以外の活動も行っている場合は、活動量等で按分して 
  計上する。 

調整役人件費とは･･･サービスの利用調整等を行う人件費の
ことです。 

利用料収入とは･･･利用者から団体が利用料をもらってい 
る場合の収入になります。 

※「活動への奨励金」は、実際に団体が活動員に支払う奨励金の金額 
を記載してください。 
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補助金額計算書【申請段階】 

                                    

団体名：  長寿あんしん隊          

基本額の計算 

「３０，０００円」と「補助対象経費の合計額」のどちらか低い額 

 

３０，０００  円 

※１.補助対象経費の合計額が３０，０００円以下の場合は、加算額(1)及び(2)は該当してきません。 

  

加算額の計算 

 【加算額(1)】  

①「補助対象経費の合計額」－３０，０００円   ＝ １１５，２００円 

②「上記①の額」×※２ １００ ％ ＝ １１５，２００円 

   

どちらか低い額 

 

                                          ９６，０００ 円  

【加算額(2)】 

  「活動計画（報告）書のＢ欄の回数」×１，０００円＝ ９６，０００円  

 

                                                            

 基本額 ＋ 加算額  ＝  １２６，０００   円 

 

 

奨励金の計算 

「奨励金申請計算書(確認書)のＣ欄の金額」  

 

      １８，８００ 円 

 

※２. 活動計画（報告）書のＡ欄の割合が 

   ・５割以上なら １００％ ・４割以上なら  ９０％ ・３割以上なら  ８０％ 

    ・２割以上なら  ７０％ ・１割以上なら  ６０％ ・１割未満なら  ５０％ 

    ・０割なら     ０％   

 

 

補助金額 

  

基本額 ＋ 加算額 ＋ 奨励金  ＝   １４４，８００  円 

 

 

※１円未満の端数 

は切り捨て 

奨励金 

  

※千円未満の端数 

は切り捨て 

加算額 

 

  

a

b

Ｄ 

基本額 
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鹿児島市支えあい活動補助金 構成員名簿 

                                    

団体名：   長寿あんしん隊  

 

№ 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏 名 
住 所 生年月日 調整役 

1 ●
マル

●
マル

 ●
マル

●
マル

 
○○１丁目○－○ Ｓ ○○．○○．○○ ○ 

2 ○
マル

○
マル

 ○
マル

○
マル

 
○○町○－○ Ｓ ○○．○○．○○  

3 □
シカク

□
シカク

 □
シカク

□
シカク

 ○○町○－○ Ｈ ○○．○○．○○  

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

※「氏名」欄は、フリガナも記入 

※調整役の方については、一番右の「調整役」欄に「○」を記入 

※構成員数は３人以上で、鹿児島市に住所を有する方が対象です。 

 

（調整役連絡先） 

氏 名 電 話 番 号 

●● ●● ○○○－○○○○－○○○○ 

  

  

 ※構成員、代表者、調整役に変更が生じた場合は手続きが必要です。 
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様式第 4（第 14 条関係） 

 

                             年  月  日 

 

 鹿児島市長 殿 

 

       補助事業者等の住所 鹿児島市○○町○番○号 

       補助事業者等の氏名 団 体 名 長寿あんしん隊 

代表者氏名 ○○ ○○       

 

 

補 助 事 業 等 実 績 報 告 書 

 

 

 鹿児島市補助金等交付規則第 14 条の規定により、次のとおり報告します。 

 

指令年月日   年  月  日 指令番号 指令長あ第  号 

補助事業等の名称 鹿児島市支えあい活動補助金 

補助事業等の完了

年月日 
年  月  日 

補助金等の交付決

定額 

○○○○○○円 

※交付決定通知書の額を記入してください 

補助金等の既交付

額 

○○○○○○円 

※概算払いを受けた額を記入してください 

添付書類 

活動報告書、収支決算書、補助金額計算書、 

支出を証明する書類、全利用者名簿、活動確認表 

奨励金確認書 
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鹿児島市支えあい活動補助金 活動報告書【実績段階】 

※団体名、活動内容、活動地域、問い合わせ先などの情報は、市ＨＰ等に掲載する場合がありますのでご了承ください。                                    

団体名： 長寿あんしん隊    

１ 構成員数 

 (1) 調整役  １  人 ※利用調整を行う構成員 

 (2) 活動員  ３  人 ※生活援助活動を行う構成員（従事者） 

   （活動員のうち調整役を兼務する人   １ 人） 

 (3) 奨励金 〔 あり ・ なし 〕 

 

２ 活動内容 

  □調理支援  ㇾ掃除  ㇾごみ出し  □洗濯  ㇾ買い物  □草刈り  

ㇾ庭の手入れ  ㇾ外出付添（自家用車を利用しない） 

□外出付添（自家用車を利用）  □衣類の整理・補修 

□家電・家具の移動  □その他（             ） 

利用要件 ▶対象（地域内住民                    ） 

▶入会金[無・有][       円] 

▶年会費[無・有][       円] 

▶利用料[無・有][   ５００ 円] 

 ／ 単位[ １回・１時間・その他（          ）] 

 

３ 活動地域   ○○町、○○１丁目～３丁目 or 市内全域 or 谷山地域       

 

４ 利用者人数（実人数） 

区分 人数（人） 

①要支援者 １ 

②事業対象者 １ 

ア.小計（①＋②） ２ 

③要介護者 ０ 

④障害者 ０ 

⑤その他 １ 

イ.小計（③＋④＋⑤） １ 

ウ.合計（ア＋イ） ３ 

  ※全利用者のうち要支援者等の割合 ア ÷ ウ ＝  ６．６   割 

 

５ 延べ活動回数（全利用者に係る延べ利用者数）の実績 

 

     ８９   回（人） 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

Ｂ 

※特定の地域でのみ活動する場合、活動地域はできるだけ 
具体的に記入してください。 
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鹿児島市支えあい活動補助金 収支決算書 

                                    

団体名：  長寿あんしん隊          

１ 支出 

①補助対象経費 

項目 決算額（円） 備考 

調整役人件費 ２４，０００ 月２，０００円×１２月 

広報用チラシ作成 ３，０００ ５００枚 

電話料金 ９，６００ １回１００円×９６回 

枝切りバサミ ５，０００  

文房具類 ２，０００  

事務所賃貸料 １０１，６００  

   

   

合計 １４５，２００  

 

 ②奨励金 

項目 決算額（円） 備考 

活動への奨励金 １７，８００ ８９回×２００円 

 

①＋②  合計 １６３，０００  

 

 

２ 収入 

項目 決算額（円） 備考 

市支えあい活動補助金 １３６，４００ ←補助金額計算書のＤの額 

利用料収入 ８，９００  

寄付金収入  １７，７００  

   

   

合計 １６３，０００  

 

 

 

 

 

 

  

※補助金の額は、「補助金額計算書」等と同じ額を記入してください。 
※記入例は、補助金では足りない経費を「利用料収入」や「寄付金収入」で賄っ
ているケースです。 

※「活動への奨励金」は、実際に団体が活動員に支払った奨励金の金額 
になります。奨励金確認書のＥの金額 

※「支出の合計額」と「収入の合計額」が同額となるようにしてください。 
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補助金額計算書【実績段階】 

                                                      

団体名：  長寿あんしん隊          

基本額の計算 

「３０，０００円」と「補助対象経費の合計額」のどちらか低い額 

 

３０，０００ 円 

※１.補助対象経費の合計額が３０，０００円以下の場合は、加算額(1)及び(2)は該当してきません。 

  

加算額の計算 

 【加算額(1)】  

①「補助対象経費の合計額」－３０，０００円   ＝ １１５，２００円 

②「上記①の額」×※２ １００ ％ ＝ １１５，２００円 

   

どちらか低い額 

 

                                          ８９，０００ 円  

【加算額(2)】 

  「活動計画（報告）書のＢ欄の回数」×１，０００円＝ ８９，０００円  

 

                                                            

 基本額 ＋ 加算額  ＝  １１９，０００   円 

 

 

奨励金の計算 

「奨励金申請計算書(確認書)のＣ欄の金額」  

 

      １７，４００ 円 

 

※２. 活動計画（報告）書のＡ欄の割合が 

   ・５割以上なら １００％ ・４割以上なら  ９０％ ・３割以上なら  ８０％ 

    ・２割以上なら  ７０％ ・１割以上なら  ６０％ ・１割未満なら  ５０％ 

    ・０割なら     ０％   

 

 

補助金額 

  

基本額 ＋ 加算額 ＋ 奨励金  ＝   １３６，４００  円 

  

Ｄ 

基本額 

※１円未満の端数 

は切り捨て 

奨励金 

  

※千円未満の端数 

は切り捨て 

加算額 

 

  

a

b
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鹿児島市支えあい活動補助金 全利用者名簿 

                                    

団体名： 長寿あんしん隊    

 

№ 
（ﾌﾘｶﾞﾅ） 

氏 名 
住 所 生年月日 

介護認定等の区分 

要
支
援
者
等 

要
支
援
者
等 

以
外 

不
明 

1 ○
マル

○
マル

 ○
マル

○
マル

 
○○町○－○ Ｓ ○○．○○．○○ ○   

2 ○
マル

○
マル

 ○
マル

○
マル

 
○○町○－○ Ｓ ○○．○○．○○  ○  

3 □
シカク

□
シカク

 □
シカク

□
シカク

 ○○１丁目○－○ Ｈ ○○．○○．○○ ○   

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

7  
 

    

8  
 

    

9  
 

    

10  
 

    

11  
 

    

12  
 

    

13  
 

    

14  
 

    

15  
 

    

※「氏名」欄は、フリガナも記入 

※「要支援者等の区分」欄は、いずれかに「○」を記入 

※「要支援者等」とは、要支援者又は事業対象者 
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鹿児島市支えあい活動補助金 活動確認表 

利用者名：  ○○ ○○                  団体名：  長寿あんしん隊      

 
活動 

月日 

活動時間 

（分） 

活動内容 

(該当するものに〇) 

活動員名 
（※フルネーム） 

確認欄 

1 4/5 
10：30～11：00  

( 30分 ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

 
〇 

2 4/6 
10：00～11：00 

( 60分 ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

 
レ 

3 
/ 

： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  家具移動  その他（        ） 

  

4 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  家具移動  その他（        ） 

  

5 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  家具移動  その他（        ） 

  

6 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  家具移動  その他（        ） 

  

7 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

8 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

9 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

10 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

11 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

12 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

13 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

14 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

15 / 
： ～ ：  

(    ) 
調理  掃除  ゴミ出し  買い物  草刈り  外出付添 

庭の手入れ  その他（                  ） 

  

（利用者の署名） 

           令和 5年 3月 31日  氏名○○ ○○     

「確認欄（署名）」欄の取り扱い 
 
「確認欄（署名）」欄に利用者から○印やチェックを入れてもらい、最終

利用日以降に枠外の署名をもらう。 
 
 
※ただし、「確認欄（署名）」欄に個別に署名(フルネーム)されている場合
は、履行確認がその都度とれているものとし、枠外の署名は不要とする。 

△
△ 
△ 

□
□ 

□ 
〇
〇 

〇
〇 

〇
〇 

×
×

 

〇 

 

レ 

 

レ 
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鹿児島市支えあい活動補助金 奨励金確認書 

                                    

団体名：  長寿あんしん隊   

 

受領印確認表                      補助金計算表 Ａによる％(※1)（ウ）  １００ ％ 

活動員 

(ア)年間 

活動回数 

(イ) 

奨励金 

(※2) 

(ア)×(イ)  

受領印 

（又はフルネー

ムによる署名） 

 

 

(エ)年間 

活動回数 

(オ) 

奨励金 

(1 人 200 円 

以内)(※2) 

(ウ )× (エ )×

(オ) 

【補助額】 

1 人上限 

10,000 円(※3) 

●● ●● ２１回   ２００円 4,200 円   ２１回   ２００円 4,200 円 4,200 円 

〇〇 〇〇 ５２回   ２００円  10,400 円   ５２回   ２００円 10,400 円 10,000 円 

□□ □□ １６回   ２００円 3,200 円   １６回   ２００円 3,200 円 3,200 円 

 
回 円 円   回 円   円   円 

 回 円 円   回 円   円   円 

 回 円 円   回 円   円   円 

 回 円 円   回 円   円   円 

 回 円 円   回 円   円   円 

 回 円 円   回 円   円   円 

 回 円 円   回 円   円   円 

(合計) ８９回 
 17,800 円   ８９回   Ｃ 17,400 円 

※1. 奨励金についても、全利用者のうち要支援者等の割合(下記％)に応じて按分されるためご注意ください。 

※2.（イ）（オ）奨励金について、団体が活動員に対して支払う額は任意の額ですが、市の補助額としては活動１回につき 

２００円を上限とします。 

※3.１人当たりの奨励金の補助額の上限は年間１０,０００円とします。 

 

活動計画（報告）書のＡ欄の割合が 

   ・５割以上なら １００％ ・４割以上なら  ９０％ ・３割以上なら  ８０％ 

    ・２割以上なら  ７０％ ・１割以上なら  ６０％ ・１割未満なら  ５０％ 

    ・０割なら     ０％   

 

※要支援者等の割合による補助率％(※1)が、現行の補助対象経費と同様に奨励金につ
いても団体の実費が生じる可能性がありますのでご注意ください。 
 
※受領印確認表の(イ)奨励金は、団体が活動員に対して支払った奨励金になり、200 円
以内の場合は、補助金計算表(オ)奨励金と同額になります。 

(ア)と(エ)の活動回数は同じ回
数になります 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回数) 

Ｅ 
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様式第６（第１７条関係） 

 

（支払方法  １ 口座振替払（ＭＴ）   ２ 直接払   ３ 口座振替払（ＭＴ外）） 

（支払予定日         ）      （審査決裁区分  会 ・ 室 ・ 係 ） 

課 名 長寿あんしん課      年度 
支出命令番号  

会  計 ０９ 

 歳  出 款 ０３ 

 

（下線以下を記入してください。） 

 

令和  年  月  日 

鹿児島市長 殿 

               補助事業者等の住所 鹿児島市○○町○番○号 

               補助事業者等の氏名 団 体 名 長寿あんしん隊 

代表者氏名 ○○ ○○ 印 

押印を省略する場合は、記入してください。 

                       （担当者：氏名     電話    ） 

 

補助金等交付請求書 

 

 鹿児島市補助金等交付規則第１７条第１項の規定により、次のとおり請求します。 

指令年月日 令和  年  月 日 指 令 番 号 指令長あ第   号 

補助事業等の名称 支えあい活動補助金 

補助金等の請求金額 

 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

     ￥ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

受領については、次のとおり願います。（希望の番号を○囲みする） 

  １ 口座振替払（下記口座のとおり）      ２ 現 金 払 

 

振 
 

込 
 

先 

金融機関名 
      ○○○ 銀行 

          （金庫）         ○○  店 

口座の種類 普通・当座・別段・貯蓄 口座番号 ○○○○○○○ 

フリガナ 
○○○○ ○○○○ 

口座名義 ○○ ○○ 
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様式第７（第１７条関係） 

 

（支払方法  １ 口座振替払（ＭＴ）   ２ 直接払   ３ 口座振替払（ＭＴ外）） 

（支払予定日         ）      （審査決裁区分  会 ・ 室 ・ 係 ） 

課 名 長寿あんしん課      年度 
支出命令番号  

会  計 ０９ 

 歳  出 款 ０３ 

 

（下線以下を記入してください。） 

 

令和  年 月  日 

鹿児島市長 殿 

               補助事業者等の住所 鹿児島市○○町○番○号 

               補助事業者等の氏名 団 体 名 長寿あんしん隊 

代表者氏名 ○○ ○○ 印 

押印を省略する場合は、記入してください。 

                       （担当者：氏名     電話    ） 

 

補助金等概算払（前金払）請求書 

 

 鹿児島市補助金等交付規則第１７条第３項の規定により、次のとおり請求します。 

指令年月日 令和  年  月 日 指 令 番 号 指令長あ第   号 

補助事業等の名称 支えあい活動補助金 

補助金等の請求金額 

 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

     ￥ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

受領については、次のとおり願います。（希望の番号を○囲みする） 

  １ 口座振替払（下記口座のとおり）      ２ 現 金 払 

 

振 
 

込 
 

先 

金融機関名 
      ○○○ 銀行 

          （金庫）         ○○  店 

口座の種類 普通・当座・別段・貯蓄 口座番号 ○○○○○○○ 

フリガナ 
○○○○ ○○○○ 

口座名義 ○○ ○○ 

 

 

 

※概算払で請求できる金額は、交付決定額の範囲内で、 
かつ、３０，０００円（基本額）に奨励金（奨励金申請計算書のＣ欄の金額）を加えた
額が上限です。 

※活動実績確認後の交付確定額が概算払い額を下回る金額は返納となりますのでご注意
ください 

 


